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報告の概要
 愛媛県では四国東部でのニホンジ

カ被害の激化を踏まえ、石鎚山系
へのニホンジカ侵入による被害か
ら希少植物および天然林を保全
するために、H30（2018）年に
石鎚山系生物多様性保全推進
協議会が設立された。

 R６（2024）年には愛媛県ニホ
ンジカ対策植生保全協議会が新
設され、全県体制で希少植物をニ
ホンジカ被害より保全する各種活
動が行われている。

 本報告では愛媛県ニホンジカ対策
植生保全協議会におけるモニタリ
ング活動を中心にニホンジカ被害
に対する希少植物の保全にかかる
順応的管理の概要とその課題に
ついて共有する。 2
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愛媛県ニホンジカ対策植生保全協議会の構成
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協議会の具体的なモニタリング活動
人材育成
部 会調 査 部 会 保全計画

部 会

植物リスト
作成修正H30

R1

R2

R3

R4

R6

R5

R7

希少植物
現況調査

植生
影響調査

シカ
侵入調査

ブナ林
調査

モニタリング
講習（調
査法等）

防鹿ネット
等保全措
置の計画

モニタリング
講習（痕跡
等収集）

定点
撮影
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従前の講習が専門的（群落調査や糞
塊調査）だったのと、シカ生息情報の
収集方法が限られていたことを踏まえ、
市民モニタリングの参加者養成および
実施に変更



植物リスト作成調査部会

① 愛媛県RDBで絶滅危惧1Ａ類および同1Ｂ類かつ2000年
以降の確認記録がある種。

② 有毒などでシカが食べない種（忌避植物）は除外
③ 本県のみに自生あるいは四国四県で危機的に減少している種
④ ササユリやカタクリの群生地など絶滅危惧2類以下であっても花

期には多くの人が訪れる種

抽出種:284

年度毎に
調査対象を

検討

希少植物
現況調査保全対象希少種群生地
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希少植物現況調査調査部会

調査結果に基づき
保全計画を検討



植生影響調査調査部会

表:本協議会の被害度ランク

希少植物現況調査とは別に、情報提供を踏まえて、
藤 木 （ 2012 ） に よ る 下 層 植 生 衰 退 度 ラ ン ク
（SDR）をより簡易化した被害度ランク（後述する
市民モニタリングでも使用）を用いて現地調査をス
ポット的に実施 7



シカ侵入調査（センサーカメラ）調査部会

図:センサーカメラ設置位置と撮影写真例

図:月別シカ撮影頻度（撮影件数/稼働日数）の推移

石鎚山系周縁部にセンサーカメラを設置し、シカの生息
状況およびその石鎚山系へ/からの移動状況を把握．8



定点撮影（固定方向・全球）調査部会

図:定点撮影位置
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防鹿ネットの設置・モニタリング保全計画
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図:紅葉谷ネットにおける種数変動

写真:岩黒山防鹿ネット（左:ネット内 右:ネット外）

表:防鹿ネット設置個所

写真:調査の様子

NO. 設置年度 基数 設置市町村（名称） 保全対象
1 2013 2 新居浜市（なすび平） カタクリ

2 2021 1 四国中央市（赤星山） カタクリ

3 2021 1 久万高原町（スカイライン下） 草本類

4 2019 1 新居浜市（笹ヶ峰紅葉谷） オオイタヤメイゲツ

5 2022 2 西条市（岩黒山） 亜高山性草本群落

6 2022 2 四国中央市（権現越） 亜高山性草本群落

7 2024 2 松山市（高縄山） 草本類

8 2024 2 東温市（皿ケ嶺） 草本類

9 2025 1 ⿁北町（成川渓谷） 希少植物の復活

10 2025 1 四国中央市（鋸山） カタクリ

11 2025 1 松野町（天ケ滝） カリガネソウ 10



市民モニタリング講習
 シカの生態・シカ食害の痕跡判別・痕跡から想定される
生態系全体への被害・各種情報の収集と共有に関する知
識と技能を身につけ、シカ対策に資する市民モニタリン
グに参加できる人材を育成（計41名参加）
 2025年10月４日（翠波峰×宇摩森林組合）
 2025年10月31日（成川渓谷×県森林整備課）

人材育成

講 座 演 習
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講習内容:座学

12



13



14



モニタリングデータの収集・共有:Survey123

①調査票の作成と配布 ②調査の実施

③結果のリアルタイム集計 ④データ分析に基づく計画

https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-survey123/overview
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本協議会の調査票
 担当者:本事業に関係する団体名が入っており、適当
なものをプルダウンで選択

 日時:デフォルトで調査票を開いたときの日時が記録
 地点:痕跡を発見した地点（GPSで計測）の記録
 痕跡種別:モニタリング地点で発見した痕跡種別の有
無を記録。

 食痕・樹皮剥ぎのある植物:食痕または樹皮剥ぎを受
けている植物の種類を記録（任意）

 被害度ランク:本協議会オリジナルの被害度ランク
• 無:食痕・下層植生の衰退・忌避植物の群生・ディアラ
インが確認されない

• 小:軽微な食痕が確認されるが、下層植生の衰退・忌避
植物の群生・ディアラインは確認されない。

• 中:多数の食痕・下層植生の明らかな衰退・忌避植物の
群生・不明瞭なディアラインが確認される。

• 大:多数の食痕・下層植生の消失や土壌侵食・忌避植物
のみの群生・明瞭なディアラインが確認される。

 写真:モニタリング地点の写真の記録
 メモ:その他の特筆すべき記録

16



結果（R5-現在）:位置および被害度

図:モニタリング位置および被害度の分布（n=1,172）

結果概要

無:83（7.1％）

大:259（22.1％）

中:319（27.2％）

小:511（43.6％）

図:被害度の概要（n=1,172）

図:モニタリング地点の推移（n=1,172）

R5年度:375
R6年度:403
R7年度:394

17



結果（R5-現在）:被害詳細

食痕
71.5%

樹皮剥ぎ
48.2%

ディアライン
11.3%

下層植生衰退
28.7％

土壌侵食
9.0％

シカ生体
9.1%

シカ死体
3.4%

鳴き声
10.4%

足跡
24.5

糞
35.1%

図:食痕のある植物の種類
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結果（R5-現在）:現地写真
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結果の推移（R5年度とR7年度の比較）
被害度

令
和
５
年
度

令
和
７
年
度

下層植生衰退 ディアライン 土壌流出

無:5.3％
小:33.3％
中:36.3％
大:25.1％

無:9.6％
小:42.9％
中:23.1％
大:24.4％

34.9％

29.7％

8.8％

15.7％ 13.0％

7.7％
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被害の激甚化が進行?
植生衰退×忌避植物（バイケイソウ）（笹ヶ峰）

植生衰退×ディアライン×土壌流出（新居浜市船木）

植生衰退✕土壌流出（東光森山）

忌避植物（ツルシキミ）の繁茂（鋸山）
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本協議会におけるモニタリングの成果
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 現在まで石鎚山系に限れば希少植物の群生地に大きな被
害は発生していない（はず）

 被害の発生が危ぶまれる希少植物の群生地については各種
モニタリングに基づいて未然に対処ができている（はず）

気候変動適応中国四国協議会（2023）より

防鹿ネット等の設置

植物リストの作成修正

センサーカメラ

希少植物現況調査
植生影響調査
定点撮影



本協議会におけるモニタリング活動の課題１
 希少植物種の有無は別にして
植生全体/景観全体に拡大し
つつある被害に対処できてい
ない
 個体数管理との連携が必須となるが、
部署間の情報共有に留まっているため
包括的な対策の枠組みが求められる

 隣県とのモニタリング体制や
調査法が共通化されているわ
けではない
 石鎚山系および四国山地は四国４県に
またがる脊梁山地であるため、隣県と
の密な情報共有によるモニタリング体
制の擦り合わせが求められる

 モニタリング調査にかかる人
材が不足しつつある
 モニタリング調査には植物分類を中心
とする専門的知識が不可欠となるが、
専門家の高齢化が著しく持続的なモニ
タリング体制に難がある 23



本協議会におけるモニタリング活動の課題２
 市民モニタリングで収集されたモニ

タリングデータの活用法が検討さ
れていない
 市民モニタリングのモニタリングデー
タは人材育成及び普及啓発の枠組みで
収集されている情報であることと、必
ずしも希少種の保全にはつながらない
情報であることから、協議会において
具体的な活用方針が定まっていない。
普及啓発材料としての積極的活用や各
種分析による被害度推定等への活用が
求められる。

 市民モニタリング講習会参加者か
らの情報提供が僅少
 モニタリングデータの情報提供者は協議会会

員によるものが90％強を占めており、講習会
参加者によるものは2%に過ぎない。講習会
はニホンジカに起因する各種問題の普及啓
発としては有効性があるものと考えられるが、
人材育成としては有効性が高いとは言い難
いため、講習会後のアフターフォローを行うな
どして、講習参加者をより実効性の高い組
織として練り上げていく必要がある。 24

図:モニタリング情報提供者の内訳

活用?




